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第１章　調査概要

１　背景

　
　フィリピン国では、近年の工業化に伴って産業廃棄物の発生量が増加してきており、
適切な産業廃棄物の管理体制確立が急務となっている。しかし、行政機関による法規執
行能力が不足し、また産業廃棄物の処理・リサイクルを担う事業者の育成の施策が十分
に取られていない等の問題があり、体制づくりは十分進んでいない。今後、適切な管理
体制が確立されなければ、深刻な環境問題の発生のみならず、近年の輸出企業はISO14001
の取得が重要となってきていることから、産業廃棄物の処理処分について十分整備され
ていないフ国への海外からの投資が敬遠される可能性があり、同国の健全な発展を阻害
しかねない。
　　また、産業廃棄物の内、特に廃油、廃酸・アルカリ、重金属を含むスラッジ等の有害
産業廃棄物については適切に処理できる業者がほぼ存在していないため、多数の企業で
工場内に保管されているのが現状であり、早急な対策が必要である。
　　かかる状況の下、平成１２年２月にフィリピン国政府から本件開発調査の正式要請書
が日本側に提出された。
　　事業団は、平成１２年１月２３日から３月１０日にかけて、有害産業廃棄物対策の開
発調査についてプロ形調査を実施し、開発調査の実施意義を確認するとともに、調査概
要について「フ」国側が作成した要請書案を基に協議を行った。その結果、有害産業廃
棄物対策のM/P作成を行う「フェーズ１」と有害産業廃棄物の処理・リサイクル事業の
F/S調査を行う「フェーズ２」とにフェーズ分けして実施すること等、「フ」国側と合
意を得られた。
　　本件のフェーズ１の実施細則（I/A）については、当初、JICAフィリピン事務所がフ
ィリピン国側と協議し、署名・交換する方針であった。しかしながら、同事務所及び鉱
調部が再度検討した結果、フィリピン国側の調査実施体制の構築を促進させ、I/A署名
を早期に実現するには調査団の派遣が必要と判断されたため、本予備調査団を派遣する
こととなった。

２　調査の目的

（１）フィリピン国側と本格調査（フェーズ１）の実施細則（I/A）について協議を行い、
合意に到ればI/A及びM/Mの署名を行う。

（２）本格調査におけるフィリピン国側の実施体制、具体的な調査実施方法について確認
し、円滑な本格調査の実施を確保する。
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３　団員構成

（１）団長・総括 渡辺泰介 JICA鉱工業開発調査部工業開発調査課

課長代理

（２）技術協力行政 田村修司 通商産業省技術協力課技術協力専門職

（３）調査企画 鈴木昭彦 JICA鉱工業開発調査部工業開発調査課

４　派遣期間

平成１２年５月１５日（月）～平成１２年５月１９日（金）

５　日程

５月 １５日（月） 東京発(9:45)(JL741)→マニラ着(13:25)

日本大使館表敬、JICA事務所にて打ち合わせ、

１６日（火） EMBにて打ち合わせ、BOI訪問、PEZA訪問

１７日（水） UNDP訪問、ステアリングコミッティ参加、JETRO訪問

１８日（木） 坂本専門家との打合せ、EMBにて打ち合わせ（I/A署名）、

富岡専門家訪問、JICA事務所報告、日本大使館報告

１９日（金） 日本人商工会議所訪問、BOI坂本専門家訪問、

マニラ発(14:45)(JL742)→(19:40)東京着

第２章　調査結果

１　実施細則（I/A）の合意

調査団と環境天然資源省(DENR)環境管理局(EMB)との間で I/A について協議を実施し

た双方合意に至り、I/A を協議議事録（M/M）とともに署名、交換した（別添参照）。

I/A に記載された本格調査の概要は以下の通り。
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フィリピン国有害産業廃棄物対策調査（フェーズ１）の概要

１．調査の目的
　フィリピン国への投資環境を整備し、健全な工業の発展を支援するための産業
廃棄物対策として、フィリピン国の.有害産業廃棄物管理の現状を踏まえた上、適
切な行政体制の構築方法や処理事業を担う民間セクターの振興策、短期アクショ
ンプラン等を含む、２０１０年までの有害産業廃棄物の管理に係るＭ／Ｐを策定
する。

２．調査の概要
（１）調査地域

フィリピン国全体
（ただし、工場訪問調査等、詳細な調査は、マニラ首都圏及びCALABARZON
地区を対象とする。）

（次ページに続く）
（２） 調査項目

ア． 有害産業廃棄物に関わる現状調査
（ア） フィリピンの社会経済開発戦略に照らした環境保護政策及びそ

の行政組織体制
（イ） 産業廃棄物の発生の観点から見た工業セクターの発展状況
（ウ） 海外ドナーによる関連分野のプロジェクト

イ． 有害産業廃棄物管理の現状分析
（ア）法規制体制
（イ）現在及び将来の有害産業廃棄物の発生量
（ウ） 発生源である企業による有害産業廃棄物の管理状況
（エ） 民間処理業者による処理・リサイクルの状況
（オ） 既存の有害産業廃棄物管理システム（他国の事例、既存技術）

ウ． 有害産業廃棄物管理マスタープランの策定
（ア）有害産業廃棄物対策における基本戦略
（イ）有害産業廃棄物管理における適切な行政体制
（ウ）有害産業廃棄物の管理基準及びガイドライン
（エ）有害産業廃棄物管理への民間セクター振興策
（オ）有害産業廃棄物処理・リサイクル事業の具体案
（カ）アクションプラン

※フェーズ２について
有害産業廃棄物処理・リサイクルのモデル事業のＦ／Ｓ調査を行うフェーズ２

は、フェーズ１で提案された具体案に基づき、フィリピン国側が事業主体を確保
し、資金源の確保の方法を明確にできた場合に実施する。

なお、今回の協議において出されたフィリピン国側からの要望事項を踏まえ、当初調

査団が作成していた I/A 案から変更した点は以下の通り。
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（１）有害産業廃棄物処理・リサイクル施設のサイトの技術的な評価の実施

　I/A の Scope of the Study に「有害産業廃棄物処理・リサイクル施設を設置するサイト

のガイドライン作成、及び、ガイドラインに基づく候補サイトの技術的評価」を追加し

た。

　当初調査団は、フェーズ２で F/S 対象となる有害産業廃棄物の処理・リサイクル施設

（以後、“処理施設”）のサイトの選定については「フ」側が実施するべきものであり、

フェーズ１調査と並行して「フ」国側が候補サイトを挙げ、評価、選定することを想定

していた。しかし、EMB は、本格調査の調査項目として、処理施設を設置するサイト

のガイドラインを作成の上、同ガイドラインに基づいて候補サイトを調査し、技術的な

評価を行うよう、強く要望した。調査団は、最終的なサイトの選定は実施できないが、

政治的考慮を伴わない技術的な評価であれば実施可能と判断し、最終的に EU 調査で挙

げられた１０の候補サイトi、及びフィリピン側から本格調査の第２次現地調査までに

提示される候補サイトについて、技術的な評価を実施することとした。

（２）「Undertakings of GOJ」の変更について

「Undertakings of GOJ」の“2. to pursue technology transfer to Philippine counterpart

personnel in the course of the Study.”を“２．to help build capacity of the Philippine counterpart

～”と変更した。

ステアリングコミッティとの協議の際、EMB から、Undertakings of GOJ について以

下の指摘があった。

ア．フィリピン国側の Undertakings の項目に対して、日本側の項目が少なすぎる。

イ．技術移転として表記されている“technology transfer”という用語は、フィリピン

ではテクニカルな面だけを意味してしまうので、“capacity building”という用語

にし、さらに具体的な技術移転の内容を列挙した記述を追加すべきである。

調査団は、Undertakings の変更は困難である上、EMB が要望している内容は M/M に

も十分記載されている等の理由で Undertakings の変更は必要ないと主張した。しかし、

EMB は、重要事項は M/M ではなく I/A に記載すべきであると Undertakings の変更に固

執し、さらに協議を行った結果、“technology transfer”の “capacity building”への変更

のみに焦点が絞られた。調査団は、この変更は元々の Undertakings の文意から外れるも

のでもないとも判断し、外務省本省から了解を取り付けた上、Undertakings の変更を行

った。

                                                  
i EUの資金により、英国のコンサルタント（Entec）が実施した“TOXIC AND HAZARDOUS WASTE

MANAGEMENT STUDIES” （95-97）において、有害産業廃棄物処理施設の建設候補地として、10地点が
挙げられている。
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２　本格調査のフィリピン国側実施体制の確認

ステアリングコミッティが EMB による調整の下で開催され、本格調査の円滑な実施

に必要な「フ」国側の実施体制が整えられた。

ステアリングコミッティには、スケジュールの都合で参加できなかった LLDA を除

く、全てのメンバーが出席したii。調査団から開発調査の仕組みや本格調査の内容につ

いて説明した後、EMB を議長として質疑応答が行われ、各メンバーの本調査に対する

理解を深めるとともに、円滑な調査実施のために必要な各メンバーの協力が確保される

ことが確認できた。

また、産業界からの協力を確保するために調査への参加が必要な BOI、PEZA につい

ては、調査団は個別に訪問も行い、それぞれが調査へ積極的に協力することを確認して

いる。

なお、現地の日本側関係者から、マニラ首都圏庁（MMDA）や地方自治体の代表者

をステアリングコミッティに参加させる必要性について指摘された。これに対し、調査

団は検討の結果、MMDA、地方自治体の代表については、調査の冒頭から処理施設の

候補サイトの議論になってしまう恐れがあることから、ある程度技術的な調査を進めた

上でコミッティへの参加について検討を行い、必要であればコミッティへの参加を呼び

かけることとした。

３　その他確認事項

（１）Clean Air Actについて

昨年5月に採択された“Clean Air Act”では、第20条にて「有害な煙」を発生する有害

廃棄物の焼却を禁じている。現在施行細則が、EMBやBOIを含む関係諸機関により構成

されるIRR（Implementing Rule and Regulation）により検討されており、７月には完成す

る見込みである。第２０条の施行細則については、EMBが作成した案の段階ではある

が、有害な煙が発生しない条件下での有害廃棄物の焼却が可能となるように規定されて

いる。

                                                  
iiステアリングコミッティのメンバー ・環境天然資源省(DENR)環境管理局(EMB)

・貿易工業省(DTI)投資委員会(BOI)
・エネルギー省(DOE)環境保護モニタリング課(EMPD)
・経済加工区庁(PEZA)
・DENRラグナ湖開発公社(LLDA)
・DTI国際貿易関係局(BITR)
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本格調査は施行細則の内容を十分に検討、留意して実施するが、必要に応じて実施細

則の規定内容について提言することとするiii。

なお、施行細則は、完成後JICA事務所に提出するよう、調査団はEMBに依頼した。

（２）処理施設の事業主体について

フェーズ２のF/S対象となる処理施設の事業主体については、フェーズ１の中で調査

団が案を複数作成、提言し、フィリピン国側が調査団のサポートを得ながら実際に探し

て確保することとなっている。

今回予備調査団は、情報収集として、各訪問先で事業主体に係る見解を聴取した。要

点は以下の通り。

ア．EMB/DENR

　事業主体、資金ソースとして、まず第一に民間セクターを想定している。民間セ

クターにビジネスとして興味を持っている者がいると考えているが、民間セクター

が不可能であれば、日本政府を始めとしたドナーのloanに期待しており、DENR傘下

のNRDC(National Resource Development Corporation)を受け皿とするアイデアがある。

イ．BOI/DTI

民間セクターに処理施設への投資について、外資でテキサス・インストルメンツ、

インテル、オーストラリア企業１００％出資のパシフィック・レア・メタルが関心

を示している。また、DTI 傘下の NDC（National Development Company）を事業主体

にする方法もある。

ウ．日本人商工会議所環境委員会

日系企業が、事業主体となりえるかは分からない。環境委員会では、処理施設に

ついてはフィリピン国政府が中心に取り組むべきと考えている。日系企業が事業主

体になるとしても第３セクターにより実施する必要があり、日系企業だけで事業を

実施するのは困難。

また、処理対象廃棄物を選んだり、分別の問題から日系企業だけを産廃の引き受

け対象としたりして、事業内容を絞り込む方が現実的である。ただし、この場合、

フィリピン国政府から反対される可能性がある。

                                                  
iii 例えば、「処理施設の建設許可を、フィリピン国側が有害の基準値に基づき審査しようとしても、実際に
基準値を満たすか否かの判断能力はないため、炉の種類等の設備のスペックで審査する方法が望ましい」（ジ
ェトロ、飛騨氏）
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エ．ジェトロ
民間セクターによる民間企業のキャパシティを越えたコスト、リスクであり、政
府が出資したり、政府が事業主体となることが必要と考えている。

オ．山田専門家（EMB）
　GTZのセブ島のプロジェクトでは、セブ電気メッキ協会とセブ商工会議所が協同
処理施設会社を設立して共同廃水処理施設を建設し、運営している事例があり、本
件においても参考とすべき。

（３）有害産業廃棄物の情報管理システム改善

本格調査では、EMBの有害産業廃棄物の管理に必要な情報管理システムの改善を実
施し、対処方針どおり、２人月の作業量の範囲で作業を行うことで合意した。
　ただし、日本側が用意するパソコンの台数については当初１台程度を想定していたも
のの、多量なデータ入力等の実際の作業に不十分であることが指摘された。従って、本
格調査において適切な情報管理システムを検討の上、必要な台数（最大５台まで）を調
査団が用意する。

（４）技術移転について

EMBは本格調査での技術移転に期待が高いが、具体的な技術移転の活動内容として
以下の３項目を挙げた。
ア．セミナー／ワークショップの実施
イ．研修コース（OJT）
ウ．地方自治体の責任者の日本派遣（有害産廃関連の施設視察）
調査団は、「ア．」、「イ．」は本格調査において実施可能であるが、「ウ．」については

実施不可能と回答し、EMBは了解している。

（５）UNDPとの本格調査における連携について

調査団はUNDPを訪問し、本調査の概要を説明するとともに、UNDPが計画している
有害産業廃棄物に係るプロジェクトivについて聴取した。本格調査との連携については、
以前UNDPからJICA事務所に提案のあったセミナーでの協力に関し、UNDPは講師派遣
の用意があるところ、具体的な実施方法を本格調査団と相談して検討することとした。
また、UNDPのプロジェクトでも実施を計画している有害産業廃棄物の情報システムの
改善については、本調査の結果を受けて対応することを確認した。

                                                  
iv Harmonized Regulatory Systems and Capability Building for Toxic Chemicals and Hazardous
Waste Management
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（６）口上書の交換について

　本件調査の口上書については、５月１２日付でフィリピン国政府と現地日本大使館と
の間で交換されている。

４　今後の予定

第１次現地調査の８月下旬からの開始を目指し、本格調査のコンサルタント選定作業を
開始する。
今年度末にDF/Rの説明を目的とする第３次現地調査を実施する計画であるが、併せて
同現地調査にてフェーズ２の実施可否を検討し、実施可能と判断されれば早期に予備調査
団を派遣して、フェーズ２のI/Aについてフィリピン国側と協議を行う。



第II部 添付資料

１　I/A（写）、M/M（写）

２　主要面会者一覧

３　Recyclers/treaters of Hazardous Waste

４　4th HAZWASTE CONGRESS IN THE PHILIPPINES資料

５　共和国法律6969

６　ﾌｨﾘﾋﾟﾝ環境事情

７　PROJECTO DOCUMENT (UNDP)

* ３～６はJETROマニラより入手
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主主主主要要要要面面面面会会会会者者者者一一一一覧覧覧覧

（１）Environmental Management Bureau (EMB), Department of Environment and

Natural Resources (DENR)

・Mr. Peter Anthony A. Abaya Director

・Mr. Fernandino Y. Concepcion Assistant Director
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・Ms. Leah Aurea U. Texon Science Research Specialist II

・山田泰蔵 JICA Expert (Environmental Planning and

Management Advisor)

（２）Board of Investments (BOI), Department of Trade and Industry (DTI)

・Mr. Marco R. Carlos Investment Specialist, Engineering Industries

Dept. /Environmental Unit

・坂本弘樹 JICA Expert (Advisor for Policy Making)

（３）Support Service Department, Philippine Economic Zone Authority (PEZA)

・Engr. Emmauel D. Pineda Manager

（４）在フィリピン日本大使館

・堺井　啓公 ２等書記官

（５）ジェトロマニラセンター

・飛騨俊秀 Director

（６）Metropolitan Manila Development Authority (MMDA)

・冨岡征四郎 JICA Expert (Solid Waste Management)

（７）日本人商工会議所　環境委員会

・橋本顕一 環境委員長（NEC Computer Storage Philippines, Inc.）
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・番場　紀子 所員
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